
市内の企業・市民グループの皆様へ

申請締切

9/29 (金) 
まで

補助金額
【対象者】

市内に本店・支店・営業所等を有する企業又は市民グループなどで、次の

①・②に該当する団体。

①企業、市民グループ、教育関係、NPO法人等の団体であること

②市内在住または在勤者を含む団体

補助金が活用できる例

 親子でスイーツ教室を開きたい

 講師やパティシエを呼んで子ども向けの講習会
を開きたい

 子どもたちと富谷の特産品について学びたい

 自分のお店で子ども向けの製造体験会をしたい

・・・etc

対象となる経費

❖「とみやスイーツ」または富谷市

の「特産品」をテーマにした、講習

会や体験会等の講師派遣や材料

等消耗品にかかる経費

⇒詳細は「とみやスイーツ活性化事業
補助金要綱」をご覧ください。

と み や ス イ ー ツ 活 性 化 事 業

富谷市経済産業部
産業観光課

富谷市富谷坂松田30番地 ２F
TEL：022-358-0524 FAX：022-358-2359

※申請額が予算の上限に達した場合は途中で募集を
停止いたします。



スイーツのまちとしてのシティブランド確立に向けた地域産業振興の推進を

通じて、将来を担う子どもたちの健全な育成を図るため、子どもの教育活動

や子どもが関わる地域活動等に取組む団体を富谷市が支援します。

「とみやスイーツ」とは？

「とみやスイーツ」は富谷市の特産品を使用したスイーツです。

富谷市の「特産品」とは？

富谷市内で採れるブルーベリー、シャインマスカット、イチジク、ハチミツを指します。

補助金はいつ受け取れるのか？

事業終了後、実績報告を受けて補助金を交付します。

個人で申請することはできるのか？

原則として個人で申請することはできません。

事業の対象は「子ども」だけなのか？

「子ども」または「親子」など、大人と一緒に活動するものは対象となります。

申請はいつまでに行えば良いか？

事業開始の前までにご申請ください。

何度も申請しても良いのか？

原則として、申請は１年度に１回までとなります。

申請手続き

❖申請に必要な書類
①とみやスイーツ活性化事業補助金交付申請書（様式第１号）
※各様式は富谷市公式HPよりダウンロードできます。

②事業計画書
③収支予算書

❖書類の提出方法
上記の申請書類を市役所庁舎２階「産業観光課」窓口までご提出ください。

富谷市

経済産業部 産業観光課

富谷市富谷坂松田30番地
TEL：022-358-0524
FAX：022-358-2359


